
広報はつかいち平成 年 月号

問い合わせ
　廿日市市選挙管理委員会事務局　緯運
　佐伯支所（選挙担当） 緯演
　吉和支所（選挙担当） 緯猿
　大野支所（選挙担当） 緯運
　宮島支所（選挙担当） 緯瑛あなたの声を

未来につなげるために―
公職選挙法等の一部を改正する法律が平成 年 月に成立し、平成 年 月 日以降に初めて
選挙の期日が公表される国政選挙や地方選挙などから、 歳選挙権を適用することとされてい
ます。廿日市市では近日中に地方選挙の予定が無いため、平成 年 月に執行される参議院議
員通常選挙から 歳選挙権となる予定です。

　選挙権年齢の引き下げ
　公職選挙法の改正により、選挙権年齢が満 歳以上
から満 歳以上に引き下げられました。
　これは、少子高齢化、人口減少社会を迎えている日
本で、未来を担う 代の皆さんに、政治に参加しても
らいたいからです。
　若い世代は他の世代に比べて投票率が低く、平成
年の衆議院議員総選挙での全国の年代別投票率を見る
と、 歳代の投票率が ． ％であったのに対して、
歳代は ． ％であり、 倍以上の差がありました。

　若者の投票率が低くなると、若い皆さんの声が政治
に届きにくくなってしまい、その結果、若い世代のた
めの政策が実現しなくなることも考えられます。
　皆さんが持つ一票は、皆さん自身やまちの未来を決
めていくための大切な一票です。テレビやラジオの政
見放送、新聞、選挙公報、インターネット、マニフェ
スト（公約集）、演説などで候補者や政党の情報を集め
て、投票の大切さを考えてみませんか。

　選挙運動
　満 歳以上の有権者になれば、選挙運動ができます。
選挙運動は、特定の候補者や政党の当選を目的に行う
活動のことです。公示・告示日から投票日前日までの
間行うことができます。
■インターネット選挙運動
　SNSやブログなどのさまざまなインターネットツー
ルを利用して、特定の候補者の当選を目的とした活動
もできます。
○できること（例）
・自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに
書き込む

・選挙運動メッセージをSNSで広める（リツイート、
シェアなど）

・選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
×できないこと（例）
・メールを利用しての選挙運動（候補者や政党などが
送信する場合は除く）

歳選挙権始まる！
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不在者投票

●指定病院などでの不在者投票
　一定規模以上で、不在者投票がで
きる指定を受けた病院や老人ホーム
などに入院・入所している人は、そ
の病院などで不在者投票ができます。
病院などの職員に申し出てください。
●滞在先での不在者投票
　出張などで市外に滞在中で、投票
日までに帰ることができない人は、
滞在先の選挙管理委員会で投票でき
ます。廿日市市選挙管理委員会に請
求すると投票用紙を郵送しますので、
滞在先の選挙管理委員会で投票して
ください。日数がかかるので、早め
に手続きをしてください。
●郵便などによる自宅での不在者投
票（郵便投票）
　法で定める重度の障がいなどがあ
る人で、「郵便等投票証明書」を
持っている人は、選挙管理委員会に
投票用紙の請求をすれば、郵便など
で自宅から投票できます。
　右の案内や表で、対象者や手続き
の流れ、代理記載制度などを確認し
てください。
※選挙に関する情報は市ホームペー
ジにも掲載します

．郵便投票の対象者
　郵便などによる不在者投票ができる人は、次のどちらかに当てはまる人です。
・身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で下の表のような障がいのある人
（○印のいずれかに該当する人）
・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護 」の人

障がいの程度障がい名身
体
障
害
者
手
帳

級級級
○○両下肢、体幹、移動機能の障がい

○―○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小
腸の障がい

○○○免疫、肝臓の障がい
障がいの程度障がい名戦

傷
病
者
手
帳

第 項症第 項症第 項症特別項症
○○○両下肢、体幹の障がい

○○○○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障がい

※身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っていない場合でも、この表と同程度の障がいがあるという
証明を廿日市市長または広島県知事から受けた人は、郵便による不在者投票をすることができます

. 郵便投票までの流れ陰「郵便等投票証明書」の交付申請
　あらかじめ、郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人であることを証
明する「郵便等投票証明書」の交付申請を行います。隠投票用紙などの交付申請
　各種選挙が行われる際、投票用紙と投票用封筒（内封筒と外封筒）の交付申請を行
います。このとき、陰で交付を受けた「郵便等投票証明書」を提出してください。韻郵便による投票
　隠で交付を受けた投票用紙に候補者名などを記載して、投票用紙を内封筒に、投票用
紙の入った内封筒を外封筒に入れ、外封筒の表面に署名をした後、廿日市市選挙管理
委員会に送付します。

．郵便投票の代理記載制度
　郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載を
することができない者として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ選
挙管理委員会に届け出た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関する記載をさせる
ことができます。
・身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障がいがあり、その障がいの程度が１級の人
・戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障がいがあり、その障がいの程度が特別項症、
第１項症、第２項症の人

※身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っていない場合でも、上記と同程度の障がいがあるという証
明を廿日市市長または広島県知事から受けた人は、代理記載制度の対象者となります

【注意】投票用紙の請求期限
　請求期限は、選挙期日の 日前までです。投票用紙を請求するためには、「郵便等投
票証明書」が必要です。「郵便等投票証明書」の申請は、常時受け付けていますので、
早めに廿日市市選挙管理委員会で手続きをしてください。

参議院議員通常選挙（ 月執行予定）


